
平成 31 年３月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 条例 

議案番号 議案第８号 議案名 
機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定について 

目  的 組織の機構改革に伴い、各条例に規定されている部署名を変更するもの。 

内  容 

１ 概要 

 組織の機構改革に伴い、「機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例」を

制定し、条文中に部署名が規定されている関係条例の一括改正(４条例)を行

う。 

 

２ 機構改革のポイント 

 (１) 健康寿命日本一への体制強化＝すこやか健康課の設置 

  ア 健康寿命日本一のまちづくりを推進するため、健康寿命延伸への取組 

強化 

  イ 健康推進部門を一元化するため、子育て健康課、福祉あんしん課及び 

社会教育課が所管する健康部門を統合 

  ウ 健康データを基本とした政策形成を図るため、町民生活課から保険係 

を統合 

 

 (２) 技術系所属の統合＝建設環境課の整備(建設課、上下水道課の統合) 

  ア 事業系セクションの強化 

   技術系職員を一括監督し、技術力の向上を図るとともに、災害対応力の 

強化を図る。 

  イ 環境政策強化のため、町民生活課から環境分野を移管 

  ウ 総務課分庁総合窓口係を建設環境課に統合し、分庁舎管理機能の強化 

を図る。 

 

(３) 今日的行政課題に対応するための組織改革 

  ア 行財政改革の一体的取組のため、財政業務と行革業務を統合 

  イ 行政事務効率化を高めるため、行政システムに関わる業務を総務課行 

政係に統合 

  ウ 町民生活課廃止に伴い、戸籍等の窓口業務を総務課に統合 

  エ 自治センター構想を進めるため、公共交通部門を商工観光課から企画 

政策課に移管 

  オ データ分析による施策構築を実施するため、統計業務を商工観光課か 

ら企画政策課に移管 

  カ 商工観光課内に移住定住を重要事項とした係を創設 

補足事項 施行日 平成 31 年４月１日 


